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衆
議
院
議
員
牧
義
夫
君
提
出
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
（
訪
問
介
護
員
廃
止
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
が
本
年
七
月
三
十
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に

関
す
る
意
見
」
（
以
下
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
介
護
職
員
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
資
格
要
件
の
観
点
か
ら
は
、

将
来
的
に
は
、
任
用
資
格
は
「
介
護
福
祉
士
」
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
に
、
現
任
者
の
研
修
に
つ
い
て
も
、

実
務
経
験
に
応
じ
た
段
階
的
な
技
術
向
上
が
図
れ
る
よ
う
、
体
系
的
な
見
直
し
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
（
中
略
）
ホ

ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
つ
い
て
は
、
実
働
者
数
約
二
十
六
万
人
の
う
ち
介
護
福
祉
士
資
格
を
有
す
る
者
は
一
割
程
度
で
あ
り
、
大

半
は
二
級
ヘ
ル
パ
ー
で
あ
る
。
二
級
ヘ
ル
パ
ー
は
、
事
実
上
、
介
護
職
場
に
お
け
る
標
準
的
な
任
用
資
格
と
な
っ
て
い
る
が
、

介
護
福
祉
士
の
養
成
課
程
と
比
較
す
る
と
二
級
ヘ
ル
パ
ー
は
百
三
十
時
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
介
護
福
祉
士
は
千
六
百
五
十

時
間
と
大
幅
な
開
き
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
面
は
研
修
の
強
化
等
に
よ
り
二
級
ヘ
ル
パ
ー
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
介
護
保
険
制
度
の
「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
」
が
原
則
禁
止
さ

れ
、
「
介
護
福
祉
士
」
の
業
務
に
一
本
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
に
お
い
て
、
同
法
の
施
行

一



後
五
年
を
目
途
と
し
て
そ
の
全
般
に
関
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
見
直
し
等
の
措
置
が
講
ぜ

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
意
見
書
を
踏
ま
え
つ
つ
、
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
の
中
で
、
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
尽
力
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

意
見
書
で
は
、
「
利
用
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
観
点
か
ら
、
全
て
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
を
対
象
と
し
て
、
当
該
事
業
所
が
現
に
行
っ
て
い
る
事
柄
（
事
実
）
を
第
三
者
が
客
観
的
に
調
査
・
確
認
し
、
そ
の
結
果

の
全
て
を
定
期
的
に
開
示
す
る
仕
組
み
の
導
入
と
そ
の
た
め
の
開
示
情
報
の
標
準
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
お

り
、
意
見
書
を
踏
ま
え
つ
つ
、
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
の
中
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
者
及
び
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
に
関
す
る
客
観
的
な
情
報
を
利
用
者
に
開
示
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

二


